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 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

 

○浅野敏明議長 日程第１、会議録署名議員の指

名であります。会議規則第81条の規定により、

ご指名いたします。 

 13番 小 関 秀 一 議員 

 14番 今 泉 春 江 議員 

 15番 蒲 生 光 男 議員 

 以上、３名の方にお願いいたします。 

 

 

 日程第２ 会期の決定 

 

 

○浅野敏明議長 次に、日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今定例会の会期は、先ほど議会運営委員長か

ら報告がありましたとおり、本日から27日まで

の27日間と決定し、会議日程につきましては、

お手元に配付しております令和３年９月市議会

定例会会議日程表のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第３ 報告第９号 令和２年度 

 決算に基づく健全化判断比率の報告 

 について 

 日程第４ 報告第１０号 令和２年 

 度決算に基づく公営企業の資金不足 

 比率の報告について 

 

 

○浅野敏明議長 それでは、日程第３、報告第９

号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率の

報告について及び日程第４、報告第10号 令和

２年度決算に基づく公営企業の資金不足比率の

報告についての２件を一括議題といたします。 

 報告を受けることといたします。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 報告第９号 令和２年度決算に基づく健全化

判断比率の報告につきましては、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規

定により、監査委員の意見を付してご報告申し

上げるものでございます。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきま

しては、実質赤字額及び連結実質赤字額は生じ

ませんでしたので、数値の計上はございません。 

 また、実質公債費比率につきましては11.3％、

将来負担比率につきましては232.0％となって

おりますが、いずれも国で定めております早期

健全化基準及び財政再生基準には達しない数値

でございます。 

 続きまして、報告第10号 令和２年度決算に

基づく公営企業の資金不足比率の報告につきま

しては、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第22条第１項の規定に基づき、監査委員の

意見を付してご報告申し上げるものでございま

す。 

 長井市水道事業会計、下水道事業会計、宅地

開発事業特別会計における資金不足は生じませ

んでしたので、各会計ともに資金不足比率の計

上はございません。 

 したがいまして、国で定める経営健全化基準

には該当しないものであります。 

 以上、ご報告申し上げます。 

○浅野敏明議長 報告第９号及び報告第10号の報

告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません
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か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、これで報告第

９号及び報告第10号の報告を終わります。 

 

 

 日程第５ 報告第１１号 専決処分 

 の承認を求めることについて（令和 

 ３年度長井市一般会計補正予算第５ 

 号） 

 日程第６ 報告第１２号 専決処分 

 の承認を求めることについて（長井 

 市手数料条例の一部を改正する条例 

 の制定について） 

 

 

○浅野敏明議長 次に、日程第５、報告第11号 

専決処分の承認を求めることについて（令和３

年度長井市一般会計補正予算第５号）及び日程

第６、報告第12号 専決処分の承認を求めるこ

とについて（長井市手数料条例の一部を改正す

る条例の制定について）の２件を一括議題とい

たします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 報告第11号 専決処分の承認を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案は、令和３年度長井市一般会計補正予算

第５号について専決処分させていただいたもの

でございます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に3,247万9,000円を追加し、予算総

額を歳入歳出それぞれ170億4,280万3,000円と

いたすものでございます。 

 このたびの補正は、歳出におきまして、緊急

対応を要する新型コロナウイルスワクチン接種

事業に要する経費を増額するものでございまし

て、財源となる歳入につきましては、全額国庫

支出金を計上いたしました。 

 次に、報告第12号 専決処分の承認を求める

ことについてご説明申し上げます。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の一部改

正に伴い、長井市手数料条例の一部を改正し、

令和３年９月１日から施行するため、専決処分

をさせていただいたものでございます。 

 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○浅野敏明議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから１件ごとに質疑、討論、採決を行い

ます。 

 まず、日程第５、報告第11号の１件について

質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、報告第11号について討論を行いま

す。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 報告第11号は、承認することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、報告第11号は、承認することに決定

いたしました。 

 次に、日程第６、報告第12号の１件について

質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、報告第12号について討論を行いま

す。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○浅野敏明議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 報告第12号は、承認することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、報告第12号は、承認することに決定

いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○浅野敏明議長 お諮りいたします。 

 これから上程いたします日程第７、議案第46

号及び日程第８、議案第49号の議案２件につき

ましては、委員会付託を省略し、全員でご審議

願いたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第７ 議案第４６号 長井市営 

 バス設置及び管理に関する条例の一 

 部を改正する条例の制定について 

 日程第８ 議案第４９号 令和３年 

 度長井市一般会計補正予算第６号 

 

 

○浅野敏明議長 それでは、日程第７、議案第46

号 長井市営バス設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について及び日程第

８、議案第49号 令和３年度長井市一般会計補

正予算第６号の２件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第46号 長井市営バス設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてご説明申し上げます。 

 本案は、長井市営バスの効率化と利便性向上

を目的として、運行路線、使用料の納付方法及

び額を変更するため、ご提案申し上げるもので

ございます。 

 続きまして、議案第49号 令和３年度長井市

一般会計補正予算第６号についてご説明申し上

げます。 

 第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に１億9,698万3,000円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ172億3,978万

6,000円といたすものでございます。 

 このたびの補正は、歳出におきまして、スマ

ートシティ推進に要する事業費を増額するほか、

二酸化炭素排出抑制対策事業に要する経費を措

置するものでございます。 

 歳入につきましては、歳出の財源として国庫

支出金、繰越金などを計上いたすものでござい

ます。 

 第２条の債務負担行為、第３条の地方債につ

きましては、それぞれ第２表、第３表のとおり、

追加、変更するものでございます。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○浅野敏明議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから１件ごとに質疑、討論、採決を行い

ます。 

 なお、申合せにより、委員会付託を省略して

全員による審議の場合、当日提案議案の質疑に

つきましては、一問一答の方式により行うこと

とされております。質疑の時間は、１人当たり

答弁を含めて60分以内となっておりますので、

ご協力をお願いいたします。 

 まず、日程第７、議案第46号 長井市営バス

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
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例の制定についての１件について質疑を行いま

す。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、討論を行います。ご意見ございま

せんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 意見もないので、討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第46号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第46号は、原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第８、議案第49号 令和３年度長

井市一般会計補正予算第６号の１件について質

疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 ただいま提案がありま

した「スマートシティ長井」実現事業について、

その方向性について市長に、具体的事項につい

て政策推進監にお尋ねいたします。 

 最初に、市長にお尋ねいたします。私は、地

方都市こそ社会実験を行うに適した場所だと考

えております。住民の需要、建造物の少ない土

地、空間など先進的試行を行うには適した環境

であり、何よりも外力を利用して市全体を動か

すことに意義があると考えているからです。 

 ですから、このたびのスマートシティへの挑

戦という姿勢には基本的に賛成いたしますが、

先行する他の都市のスマートシティ事業を見ま

してもウーブン・シティはもとより、千葉県柏

市は環境共生都市、新産業創造都市、健康長寿

都市の３つのテーマを掲げ、会津若松市は全国

の先端を行く地方創生のモデル都市を目指すと

しております。 

 さて、そのように見たとき本市のスマートシ

ティのテーマは何なのか。いつまでも便利に安

心して暮らせるまちづくりでは焦点がはっきり

しない気がいたします。もう少し焦点化したほ

うがよいと思うのですが、市長はどのようにお

考えでしょうか。 

 また、スマートシティ構築の視点には将来使

われるかもしれない技術を実験的に試みること

と事業終了後の社会に残す技術を５年間で構築

することの２つと考えます。どちらも意義ある

ことですが、当然ながらその視点によって取り

組み方は大きく異なってまいります。本市にお

いてはどのような視点でこの事業に取り組まれ

るのか、市長のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

○浅野敏明議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 勝見議員のご質問にお答えいた

します。 

 勝見議員のほうからは、このスマートシティ

を構築することについては賛成であると。その

際、長井市の場合はスマートシティのテーマを

どのように考えてるかというお尋ねでございま

す。 

 長井市が目指すスマートシティのテーマ、こ

れはＳｏｃｉｅｔｙ5.0そのもの、それに基づ

いて私どもも考えてるわけですが、今、日本は

もとより世界で人類が一致して進めようとして

いるＳＤＧｓ、この基本的な理念の一つに誰一

人取り残さないという理念がございますけれど

も、私どももこのたびのスマートシティを進め

るに当たって、市民の皆様の生活がより安心し

て、より便利に送ることができるようにするこ

と、この際に一般的に考えられてるのは、本当

に利用できる人は若い人とか限られてるんじゃ

ないか、あるいは非常にお金がかかって生活が

豊かな人しかそれを利用することができないん

じゃないかという世間的な風評がございます。

そういったことではなく、私どもは例えば障害
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のある人も障害のない人もその人その人に合っ

た形のスマートシティ、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の

デジタル技術を生かしていくという考え方でご

ざいまして、もう一つの視点としては、その取

組が持続可能になるように、すなわち取組を支

える人材を確保していくということの大きく２

つのテーマだと思っております。 

 あとは今回のスマートシティのテーマという

よりは私ども長井市がデジタル技術を特に県内

では先駆けて、何とかこれを私ども行政運営や

ら、あるいは民間のこれからの未来技術を生か

した産業振興、そういったことを考えたときに

地方創生そのものが次世代を担う若い人たちに

地域に、長井市にとどまっていただくこと、ま

た一旦は市外、県外に出られた長井市の若い人

たちあるいは周辺の人たちがまた戻ってこられ

るようなそんな雇用をつくるということが地方

創生の最初の第一義的な目的だったと思ってお

ります。 

 ただし、実態は、今コロナ禍で一時その動き

は止まっておりますけれども、首都圏を中心と

した大都市には自分の就きたい仕事がたくさん

あって、それを選ぶことができる。なおかつ首

都圏と私ども山形県長井市のいわゆる賃金格差、

これ大きいものがあって、したがって、ご本人

はもとより家族ももうこの長井市にとどまる必

要はないぞと、自分で道を開けるんだったら好

きな道を頑張って進みなさいという、そういっ

た声が残念ながら私ども長井市には強いんだろ

うと思っております。そういったときに、じゃ

あ、地方創生だからといって若い人たちが長井

市で自分の就きたい仕事探せるかと。これ探せ

ないのが現実です。したがって、デジタル技術

がどんどん進んでいけば、その格差は埋まるも

のと私は考えているんですね。去年テレワーク

がコロナ禍でもう一般的になりまして、できる

大企業はいいんでしょうけども、中小企業、零

細はなかなかできなかったと言われてます。そ

の大手企業の動きの一つは、出社は毎日はもち

ろん、月１回程度でいいよという企業がどんど

ん増えてくる。極端な例ですと、もうオフィス、

本社機能を閉めて、そういったコストを別なと

ころに使うという企業なども出てまいりました。 

 実際に私は、山形県、地方ではそんなにそう

いった事例は感じられなかったんですが、ただ、

今年の４月１日採用の市の職員の中で実際にそ

ういう方がいらっしゃいました。これはやはり

もう時代はどんどん変わってるんだと。したが

って、一昨年に手を挙げて、デジタル人材の派

遣ということで、現在ＮＴＴ東日本の本社から

すばらしい人材を派遣していただいてますけど

も、これを進めていくと必ず格差が埋まるいろ

んなチャンスがあるし、また我々がそういう人

材の受皿となれる、そういうチャンスがあるん

じゃないだろうか。したがいまして、スマート

シティの構築といいますか、取組についてもそ

の一連のものだと私は考えております。 

 勝見議員からございましたように、Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ5.0のタイプの採択を受けたわけでござ

いますが、地方創生の観点から取り組む未来技

術を活用した新たな社会システムづくりの全国

的なモデルとなる事業について国が地方創生推

進交付金で支援するものでございます。 

 長井市のような自治体単独でＳｏｃｉｅｔｙ

5.0のタイプの採択を受けた自治体は、都道府

県も含めて、全国で16団体でございまして、市

町村単独では11団体、広域連携も含めますと18

の例があるということでございまして、その多

くは県庁所在地などの比較的規模の大きい団体

が多く、長井市のような人口規模で採択を受け

ている団体は少ないと。未来技術を活用した市

民の安心で便利な生活の実現については、様々

な自治体にも広がりが見込める取組でもあり、

長井市のような規模の小さい自治体における未

来技術を活用した地方創生のモデルとなるよう

に調整していきたいと思っております。 
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○浅野敏明議長 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 ただいま市長からお話

をいただきました。 

 最初の誰一人取り残さない長井市をつくると

いうことについては、ぜひそれをテーマに掲げ

ていろんな目配せをしていただきたいと感じた

ところです。 

 続きまして、政策推進監にお尋ねいたします

が、ただいまの市長のお話でいえばこの事業後

の自立を前提とした取組をこれから５年間行う

ということになります。では、その自立に関し

て幾つかお尋ねいたします。 

 １つ目は、事業の体制についてです。 

 ５年の事業終了後も自走することを考えると、

推進体制としての長井スマートシティ推進協議

会及び検証体制としての長井創生会議は、事業

終了後、その役目を終えたほうがよいとお考え

でしょうか。あるいは引き続き同じ役割を担っ

ていくほうが自走につながるとお考えでしょう

か。 

 また、構成員は、各団体の代表者の集まりな

んでしょうか。あるいは実務者の集まりなので

しょうか。その点についてお考えをお聞かせく

ださい。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 勝見議員のご質問にお答

えしたいと思います。 

 まず長井スマートシティ推進協議会の役割で

ございますが、事業の推進に関する情報の共有

や事業内容の協議、あと事業に関する立場から

の意見といった機能や実際に事業を動かすに当

たっての個別の事業者として参画いただくとい

った機能を想定してございます。 

 また、広く市民の皆様から事業に参画いただ

かなくてもいろんな各層の方から意見をいただ

いて、この事業を展開していくという役割も当

然ございます。 

 あともう一つ、長井創生会議の役割でござい

ますが、これはいわゆる地方版まち・ひと・し

ごと創生総合戦略と関連するものでございまし

て、この総合戦略の策定や見直し、施策の効果

検証に当たっては、産官学金言労士といった分

野の有識者から意見を聞くことが国から求めら

れております。長井創生会議は、先ほど申し上

げました分野の有識者で構成されており、毎年

度総合戦略の推進の確認や地方創生交付金関係

の評価について毎年行っていただいてるもので

ございます。 

 このたびの推進協議会の役割でございますが、

この交付金の事業は５年間でございますが、Ｓ

ｏｃｉｅｔｙ5.0実現に向けた取組はその後も

当然続いていくものと考えております。議員ご

指摘の自立性については、本事業で導入した仕

組みは事業期間終了後も当然やっていかねばい

けないことですので、絶えず見直しを図り、必

要な改善をしていくものが重要だと思っており

ます。 

 したがって、このたび立ち上げます長井スマ

ートシティ推進協議会につきましては、交付金

の事業終了後も引き続き構成員の皆様にはスマ

ートシティのさらなる推進、その先にあるＳｏ

ｃｉｅｔｙ5.0の実現に向けてご協力いただき

たいと考えております。 

 あと長井創生会議につきましては、先ほど申

し上げましたとおり地方創生が実現するまでそ

の役割が続いていきますので、構成員の皆様に

は長井市の地方創生に関する施策全般について

ご協力いただきたいと考えております。 

 構成員のメンバーでございますが、当然推進

協議会、創生会議の双方とも、会全体を分かっ

ていらっしゃる代表者の方の場合もありますし、

例えばナンバーツーの方とか、実務のトップの

方とか、やっぱりその団体の運営等に精通して

らっしゃる方として、いろんな方がいらっしゃ

るということを最後に回答させていただきたい

と思います。 



 

―１１― 

○浅野敏明議長 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 今お話しいただいたそ

の体制なんですが、５年の事業の中ではこの協

議会あるいは創生会議という厚みが必要かとは

思います。 

 ただ、５年終わってから自走することを考え

ますと、その厚みが適切なのかどうかという気

もいたしますので、この５年の中で６年目以降

のことをぜひ検討していただきたいと感じまし

た。 

 この組織に関連してお尋ねいたします。この

事業においては、ただいま市長がお話しなられ

ました人材育成とＩＣＴリテラシーの向上は一

貫した課題になると考えます。そのためには若

い世代の感覚を生かすことが大事で、少なくと

も推進協議会の構成メンバーに市内２高校に関

わっていただくことは必要と思いますが、政策

推進監はどのようにお考えでしょうか。 

 併せてお尋ねいたします。このデジタル化の

恩恵は、障害者にこそ大きいと考えます。これ

も先ほど市長が触れられたことです。事業内容

や推進体制を見ましても、推進協議会に特別養

護老人ホームはあるものの、手薄と感じます。

障害者の視点をどのようにお考えでしょうか、

併せてお尋ねいたします。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 ただいまご質問ありまし

た２点についてお答えさせていただきます。 

 最初の市内２高校の件でございますが、議員

ご案内のとおり、ＩＣＴを活用できる人材育成

とＩＣリテラシー向上は事業を実施していく上

で最大限留意すべき課題と認識してございます。

本事業におきましては、事業実施する中で集め

たデータ等を活用してデジタル技術を活用した

地域課題の解決手法や新しい事業展開などを検

討するためＤＸセミナーやＤＸコンテストを令

和５年度以降に開催する計画となっております。

セミナーやコンテストには市内企業の若手職員

の方や高校生などに積極的に参加していただき、

今後のスマートシティを支える人材育成にも取

り組んでいきたいと考えてございます。 

 スマートシティを支える人材を確保する視点

のみならず、自分のアイデアが自分の住むまち

づくりにつながるといった経験は、若い人たち

が長井市に定住するためにも重要だと考えられ

ます。そうした観点からも市内の高校に本事業

に参画していただくことは非常に有意義と考え

てございます。リストのほうにはちょっと載っ

ておりませんでしたが、市内高校の協議会の参

画については前向きに検討していきたいと考え

てございます。 

 あともう１点目の障害者への視点でございま

すが、今回採択いただいた事業につきましては、

デジタル専門人材として派遣いただいているデ

ジタル推進室長が市内の事業者とのヒアリング

や市の若手職員の集まりでありますデジタル推

進室の室員等の中でまち・ひと・しごと創生に

おけます市全体の課題解決の視点から様々検討

してまいったものでございます。 

 様々なアイデア、例えばＩＣＴを活用してで

きるものとかできないもの、できないものもた

くさん出されました。あと今の技術では絶対で

きないものというようないろんな意見が出され

ました。その中で将来に向けて今から取組を構

築していくものや既に実現可能な取組、当然５

年間の事業期間でございますので、その中で取

り組めるものを予算申請したというものでござ

います。 

 デジタル推進室の検討の中でも当然障害者の

視点でも農福連携について検討を行った事例が

ございます。その中では連携協定を既に締結し

ておりますＮＴＴ東日本山形支店が山形県と連

携して取り組んでる事例が参考になりました。

これはサクランボの収穫時期に人手が足りない

農家の作業について、障害をお持ちの方が収入

を得て作業を手伝うといった事例でございます。
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こういった障害をお持ちの方と人手が足りない、

例えば農作業などをマッチングする仕組みにデ

ジタル技術を活用できないかという検討も行い

ました。 

 ただ、一方で、こういったマッチングを行う

にはある程度まとまった数の仕事が必要といっ

た意見などがございまして、今回取り組むので

はなくて、今後の検討課題としてデジタル推進

室のほうで抽出しておりまして、今回の申請に

は至らなかったというものでございます。 

 議員ご案内のとおり、例えば外出が難しい方

でもデジタル技術を使うことで自宅でできる仕

事はあるなどと想定されることから、障害者の

方が活躍するためにデジタル化の恩恵は大きい

と言えます。 

 この事業でございますが、事業計画期間の途

中でも若干の見直しは可能でございますから、

障害者の視点についても引き続き検討を進め、

この申請書の中で解釈できる範囲であれば変更

等もしていくと。 

 あとこの交付金の中でなかなか読みづらいと

ころであれば、例えば新たな交付金等で対応す

るとか、あとこの次の５年後の交付金で対応す

るとかということは検討していきたいと考えて

ございます。 

○浅野敏明議長 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 ほかの多くの議員から

も若い世代の声をどういうふうに生かしていく

かということは出されておりますので、ぜひこ

こも含めて進んでいけばいいかと感じたところ

です。 

 次に、財源についてお尋ねいたします。５年

目の事業経費は約１億5,000万円。ただ、事業

終了後の６年目は8,417万円。その６年目の

8,417万円のうち、料金収入としては5,669万

4,000円を見込んでおります。この料金収入を

見ただけでも、この料金の設定では相当割高に

なるのではないか、それが普及を妨げることに

ならないかというようなことを考えてしまうの

ですが、ここで上げられている財源についての

見通しをお聞かせいただきたい。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 ご指摘ありました料金収入でございますが、

その見込んでいるものは今のところはＭａａＳ

等の利用料、例えば市営バスとかデマンドバス

の利用料、あとスマートストアや地域通貨なが

いコインの利用料、ワーケーションスペースの

利用料、ｅスポーツスペースの利用料、ｅスポ

ーツイベントの参加料などを見込んでおります

が、収入はそれぞれの事業に充てることとし、

事業の自走に資するものとして計画はつくって

ございます。 

 このようにそれぞれの収入を見込んではいる

ものの、本事業はこれまで実施したことないよ

うな新たなチャレンジでございます。事業の途

中で将来を見据えた事業内容の変更については

内閣府のほうでは柔軟に応じてくださるという

ことで、いろいろご相談を申し上げてるところ

でございます。やはり最初の計画のときにはち

ょっと理想を高くというアドバイスもあったこ

とから、料金収入等についてもある程度理想形

で求めていましたが、毎年の見直しの中でここ

の修正も可能ですので、その辺は内閣府の担当

の方々と協議をしながら、アドバイスいただき

ながら交付金による支援がある期間の中で自走

の仕組みづくりをしっかりと検討していきたい

と考えてございます。 

○浅野敏明議長 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 関心の高いところは６

年目以降だと考えますので、この５年間の中で

６年目以降自走できるような在り方をぜひ検討

していただきたいと思います。 

 次に、この自立性に関して２点お尋ねいたし

ます。 

 この事業のプラットフォームになるであろう
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サポートセンターについてですが、その経費は

１年目607万2,000円、２年目は3,091万円。た

だ、３年目以降は計上されておりません。この

サポートセンターの運営をどのようにお考えな

のか。 

 そして自立性に関してもう１点お尋ねいたし

ます。計画書では、地方創生の実現における構

造的な課題として、避難行動要支援者が2,200

名に上ることが上げられております。この課題

に対する取組が河川水位の監視であろうと考え

ました。一般的には最上川などの流域の変化を

捉え、避難の必要があれば迅速に要支援者に通

知する仕組みと考えるのですが、ここでの取組

についてご説明いただきたいと思います。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 ２点のご質問についてお

答えいたしたいと思います。 

 まずはサポートセンターでございますが、事

業のいわゆる走り出しの時期において想定され

ます、例えばスマートフォンアプリや地域通貨

ながいコインの使い方が分からないといった市

民の方からの問合せや、あとながいコイン加盟

店での決済のシステムがうまくいかないといっ

た問合せに対応するものと、あとデマンドバス

等の予約について最初はサポートセンターのほ

うにお願いするということを想定してございま

す。 

 こちらにつきましては３年度目以降は事業も

ある程度軌道に乗り、問合せなども減っていく

ことを踏まえまして、地元事業者等がサポート

センターの機能を引き継ぐことを想定して当初

は当該経費は計上しておりませんでした。 

 ただ、今検討してございますが、今回仕様書

等を作る際に、サポートセンターの状況を２年

目途中までに評価いたしまして、３年度目以降

について変更することも可能ですので、例えば

２年目のサポートセンターの費用を３年目に回

す、４年目に回すということも可能でございま

すので、やはり３年目、４年目、そういった費

用も計上しておかなければならないという内部

の議論も若干ございますので、内閣府の担当の

ほうにも相談しながら、その辺は柔軟に対応し

ていきたいと考えてございます。 

 もう１点、河川の水位のほうでございますが、

本事業で想定しております河川の水位監視につ

きましては、大雨の際にあふれますまちなかの

準用河川や小河川にセンサーを設置して、ＬＰ

ＷＡという、これはＬＥＴの電波の一種で小電

力で遠くまで飛ばせるという電波の規格でござ

いますが、そういう規格を活用してデータをリ

アルタイムで収集するというものがございます。

データ収集は、いわゆる水位の変化でございま

す。例えば通常５センチとか10センチしかない

水路、小河川の水位が今の時点で30センチ上が

ったとか、50センチに上がったというものをリ

アルタイムで収集するというものでございます。 

 このＬＰＷＡは、いわゆる５Ｇとか４Ｇのよ

うに高速で大量のデータを飛ばすことはできま

せんが、小さな電力で比較的遠くまで飛ばすこ

とができまして、導入コストとか運用コストが

安価であることが特徴でございます。一例でご

ざいますが、実験の中では野川まなび館の辺り

から市役所まではこの電波が飛んで、そういっ

たデータを収集できるということは実証してご

ざいます。 

 電源でございますが、太陽光やいわゆるモバ

イルバッテリーでも長期間にわたって通信が可

能で、既に山岳地帯とか山林を抱えてる四国の

市町村ではこの電波を活用して、危険があった、

私はここにいます、迎えに来てといった緊急の

情報だけに特化して使ってる事例もございます。 

 このＬＰＷＡと水位センサーを組み合わせて、

水位の情報をリアルタイムで収集するものでご

ざいますが、もう既に最上川やら県管理の河川、

国交省管理の河川などでは水位情報や映像を公

開するシステムを導入されておりますので、今
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導入されてない、特に内水で困る中央地区等を

中心に、その他の５地区でも特に大雨のときに

あふれる河川ありますので、予算的には数十か

所できる予算がございますので、地区の皆様の

意見を聞きながらつくっていきたいと思ってお

ります。 

 水路の監視を行うことで、大雨に対する被害

が予測される場合に、今ですと例えば建設課の

職員が、住民の方からそこがあふれてるから見

に来てくださいと言われて駆けつけるわけです

けども、なかなか一度に10か所に行くというの

は不可能ですので、そういったことがこのシス

テムではできてくるとなります。そういった情

報は市のほうの災害対策の部署でも活用します

が、市民の方にも見ていただけるようなシステ

ムを構築したいと考えてございます。 

 議員からご案内のとおり、要支援者はもとよ

り、市民全体の方にこれを生かしていっていた

だけるシステムを構築したいと考えてございま

す。 

○浅野敏明議長 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 今のお話ですと、この

プラットフォームはコールセンターのような役

割とは感じましたけれども、事業推進する上で

推進協議会がよりどころとするようなプラット

フォームが必要であろうと感じますので、この

辺はコールセンターの役割からもう少し、この

事業を進める上でのいろんな調整ができるよう

な仕組みというのは今後必要になってくるんだ

ろうなとは感じたところですが、これは５年の

中で検討を進めていっていただきたいと感じた

ところです。 

 それからこの危険の場合の避難通知等につい

ては、大事なのは、その情報が確実に迅速に住

民に届くかということで、屋外拡声機の声が聞

こえないなどもよく言われてるところですし、

防災ラジオも実際は聞かない方もいるという中

で、どのように確実に届けるか。例えばおらん

だラジオの割り込みをするとか、そういう危険

な状況のときには必ずラジオをつけるような広

報を常にしていくとか、そういうことはぜひ併

せて考えていっていただければと感じたところ

です。 

 最後に、政策連携に関して３点質問させてい

ただきます。 

 １点目ですが、子供の見守りについてです。 

 これは児童生徒の登下校時を想定してると思

うのですが、登下校時は学校の管理下というこ

とになります。ここにＳＩＭによる見守りが入

るとすると、その管理は保護者よりはむしろ学

校が行うことになると考えるのですが、いかが

でしょうか。システムを入れて学校が見ていな

かったでは済まないわけで、そうしたことにつ

いて学校との調整などは行われているのでしょ

うか。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 この事業の子供の見守りでございますが、Ｇ

ＰＳ機能で把握いたしました子供の位置情報を

携帯電話と同じような電波で、先ほどのＬＰＷ

Ａですとデータが量が少ないもんですからなか

なか迅速にできないということで、ＳＩＭを活

用してデータベースに収集し、例えばですけど

も、学校とか家庭に到着した場合、今のところ

は学校とか保護者の想定はしておりますが、位

置情報をインターネット上で確認するとか、着

いたよという通知をするとかということを想定

してるものでございます。 

 また、ＡＩ技能も使いまして、子供の行動パ

ターンを学習し、予測から逸脱した行動、常に

通ってるところでないところ、連れ去りとか、

そういったことを予想して、そういった場合に

は自動で通知をするという機能も想定してござ

います。 

 このたびのものは登下校時だけに限らず保護

者にとって有意義なもの、あと保護者の方にと
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って安心感を与えるようなシステムをつくって

いきたいと思います。 

 それで学校とか保護者との協議でございます

が、デジタル化でこういったことはできますの

で、使い方の問題だと思っております。それに

ついては学校関係者と保護者の方と十分に話合

いをしながら、どういったことで保護者の方に

安心感を持ってもらえるか、学校の関係者の方

に安心感を持ってもらえるかということを検討

しながら実際の導入については進めていきたい

と感じております。 

○浅野敏明議長 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 政策連携に関して３つ

あるんですが、残り２つまとめて質問させてい

ただきます。 

 ドローンの運用についてお尋ねいたします。 

 事業４年目から物流などへの活用を検討する

とされておりますので、将来的にドローンを使

った配送などができるようにしたいということ

で大変期待したいところですが、2020年度に向

けて有人地帯での目視外飛行が可能となるよう

な法整備が進んでるという情報もある中で、例

えばコミュニティセンターなどのエリアを限定

して宅配するといった実証実験を行うなどのお

考えはおありなのでしょうか。 

 もう１点、データのオープン化についてお尋

ねいたします。 

 事業として得られるデータの活用は、もちろ

ん行われるべきと思いますが、その前に行政の

ビッグデータに対するお考えはおありなんでし

ょうか、非識別加工して社会経済活動に活用し

ようとするお考えなどはおありなんでしょうか、

お尋ねいたします。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 まずドローンの件でございますが、本事業で

は、まずは民間の事業者でも始まっております

農業とか建設分野から取り組みたいと考えてお

ります。やはり一部の事業者の方では取り組ん

でおりますが、まだ浸透するまでに至っていな

いように感じております。例えばデモフライト

の実施や、ドローンスクールとも連携し、まず

はドローン技術者の育成について先行して取組

を進めていきたいと思います。 

 一例でございますが、農業分野におきまして

は、新聞等でも取り上げられましたが、７月９

日にＮＴＴｅ－ドローンテクノロジーの協力の

下、平山地区におきまして、ドローンによる、

農薬散布はできませんので、水の散布のデモフ

ライトを実施いたしました。その際には市内の

農家の方に加え、山形おきたま農協の方や東北

農政局山形支局など約30人の方にお集まりいた

だきまして、先ほどのＮＴＴｅ－ドローンテク

ノロジーに対して機体のランニングコストとか

耐用年数、購入のサポート体制等に多くの質問

があり、非常に関心が高いと感じました。 

 今後、農業以外の分野についてもデモフライ

トを実施しながら、その事業者等との意見交換

を進め、順次有害鳥獣や物流などの分野でもド

ローンの活用を積極的に検討していきたいと考

えてございます。 

 議員からご紹介ありましたドローンを活用し

た物流については、ドローンを飛ばすときに一

番航空法の問題が今ネックでございます。その

辺につきましては、関係当局に相談しながら、

まずはエリアを区切って実証実験をしてみると

いうことが現実的だなと考えてございます。い

ずれ長井市ではドローンが様々な分野で活用さ

れるよう、本事業の中で実績を多くつくってい

きたいと考えてございます。 

 あともう１点目、オープンデータに関する市

の考え方でございますが、オープンデータを取

り巻く現状でございますが、平成28年に平成28

年法律第103号によりまして、官民データ活用

推進基本法が定められまして、国及び地方公共

団体はオープンデータに取り組むことが義務づ
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けられてございます。このオープンデータへの

取組により、国民参加や官民協働の推進を通じ

た諸課題の解決とか、経済活性化、行政の高度

化、効率化等が期待されているものでございま

す。 

 長井市においてもそのオープンデータの取組

は、住民基本台帳に基づく地域、年齢別の人口

一覧や公共施設一覧、子育て施設の一覧、公衆

無線ＬＡＮアクセスポイント一覧、医療機関一

覧、文化財一覧など、今のところ12種類ほどの

オープンデータを公開してございます。ただ、

やはりこれをもう少し進めるべきだとは考えて

ございます。 

 それで特にＳｏｃｉｅｔｙ5.0の世界では、

データが集まるところに市民は集まるとも言わ

れております。様々なデータの二次利用ができ

るようにしておくことで新たな価値やサービス

の創造が期待され、ひいては長井市の様々な地

域課題の解決や地方創生にもつながっていくと

考えてございます。今後も引き続き長井市が所

有する統計データ等のオープンデータ化に積極

的に取り組んでいきたいと思いますし、今回の

事業で収集するデータについても最大限オープ

ンデータとして公開し、当然市でも利用します

が、市内の民間事業者の方にも積極的に利用し

ていただきたいと考えてございます。 

○浅野敏明議長 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 このデータについては、

今のお話ですと一覧を載せるにとどまっていて、

大事なのはそのデータをどういうふうに解析す

るかだと思うんですが、このビッグデータの解

析については専門的な知識が求められてくるか

と思います。市内企業がこのデータを自前で活

用するにはなかなか難しいと考えられます。将

来的にはその解析を専門とする官民連携のデー

タセンターなどが必要になってくるだろうと思

うのですが、そうした構想についてどのように

お考えでしょうか。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 勝見議員からありましたように、やはりビッ

グデータの活用というのはデジタル技術を活用

した今回の事業のようなものについても非常に

有効的だと考えております。やっぱりスマート

シティのようなデジタル技術を活用した取組は、

その過程で様々なデータを取得できることが大

きな特徴となっております。 

 本事業におきましてもこれらのデータをオー

プンデータ化して官民連携で活用できるように

すれば、例えば公共交通の利用者の情報とスマ

ートストアの利用者の情報、あと子供の見守り

と有害鳥獣の情報に異なる分野のデータを相互

に連携させ、当然プライバシーの問題はありま

すので、そういうところは配慮しながらでござ

いますか、これまでにない新しいサービスや施

策の展開につながることが期待できるものと考

えてございます。 

 議員からご指摘ありましたように、そういっ

たデータの解析は、やはり専門知識を持った人

でないとなかなか難しいというのが現状でござ

います。先ほども申し上げましたが、本事業の

中で、令和５年度からデジタルトランスフォー

メーションのセミナーやＤＸのコンテストを開

催いたしまして、セミナーではそういった技術

を学ぶと、コンテストではこういったことに利

用できるということを提案してもらうという２

つの施策を展開しながら専門知識を持つ方を招

聘して、あと先ほど申しました市内の企業の若

手の方々や高校生などにも積極的に参加してい

ただいて、データの解析、活用につなげ、ひい

ては市のＤＸを支える人材育成をしていきたい

と考えてございます。 

 交付金事業後でございますが、当然Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ5.0、未来技術を目指す世界は５年間で

終わるものでございませんが、この５年間の中

で人材育成のサイクルを生み出しながら、行政
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は所有するデータを提供し、民間は行政とも連

携して自分たちの事業展開に生かすといった形

で地域のデータを地域で活用する仕組みをつく

っていきたいと考えてございます。 

 あと議員からご提案のいわゆる官民連携デー

タセンターでございますが、こうした仕組みの

延長ではないのかなと考えてございます。今後

は、こういったご提案を踏まえまして、その設

置が必要なのかどうか、あと当然人材の育成が

鍵を握ってるもんですから、そういった人材の

育成ができるのかどうかということも検討しな

がら事業を進めてまいりたいと考えてございま

す。 

○浅野敏明議長 ２番、勝見英一朗議員。 

○２番 勝見英一朗議員 この事業については、

５年間走りながら一部修正して、６年後を目指

すということになるかと思います。ぜひこの大

きな夢を市民が抱けるように、この構想を進め

ていっていただきたいと感じたところです。 

○浅野敏明議長 ほかにご質疑ございませんか。 

 10番、鈴木富美子議員。 

○１０番 鈴木富美子議員 私は、具体的な事業

について政策推進監にお聞きしたいと思います。

３点についてお聞きいたします。 

 １点目は、高齢者向けのデジタル機器操作教

室やｅスポーツの実施という事業でございます

が、ＴＡＳの中にスペースを設けるわけですけ

ども、ミニデイの協力、リバーヒル、慈光園に

もということを具体的に載せていらっしゃいま

すけども、皆さんが集まるところに出張される

のか、ＴＡＳに来ていただくのかという具体的

なところまでは考えていらっしゃるかどうか一

つお聞きしたいと思います。 

 ２点目は、子供の見守りの件ですが、子供た

ちのことにつきましては勝見議員からの質問で

お聞きしましたが、老人の徘回等につきまして

も実際実用化できればいいと思いますが、その

点はどのように考えてらっしゃるかお聞きした

いと思います。 

 ３点目は、地域通貨ながいコインについてお

聞きしますが、ながいコインは今年の２月から

３月頃に実証実験を行ったと思います。その点

につきましてどうだったのかお聞きした上で、

今回これに利用するわけですけども、市内の業

者の消費拡大に大きくつながると期待したいと

思いますし、健康スポーツ課の健康マイレージ

事業がありますけど、これ県の事業ですが、こ

のポイントも連携したらどうでしょうかという

ことで、その３点についてお聞きしたいと思い

ます。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 鈴木富美子議員のご質問

に３点お答えしたいと思います。 

 まず第１点目は、高齢者のデジタル機器操作

教室とｅスポーツの関連でございますが、この

中で想定しておりますのは、高齢者の方の認知

とかそういったものが進まないように、デジタ

ル機器を利用してｅスポーツに親しんでもらお

うというものがまずｅスポーツの主眼でござい

ます。 

 いろんなところでも取り組まれてる事例があ

るようですけども、ｅスポーツというといわゆ

る格闘系とかについ目が行きがちですが、免許

返納した高齢者の方が、ゲーム上だと事故の不

安もないということで、あと過去の経験も生か

せるということで、そういった判断能力とかを

維持するための車のゲームとか、あと将棋とか

囲碁、近いところですとなかなか有段者の方と

かとする機会ないんですけども、デジタル上で

は遠くの離れた方と対戦することもできるとか、

メリットがあるということで、高齢者のｅスポ

ーツに取り組むものでございます。 

 それで例えばミニデイとかリバーヒル、慈光

園にいろんな高齢者の方がいらっしゃいますが、

想定はＴＡＳのｅスポーツルームに来ていただ

いてすることではなくて、パソコンと通信環境



 

―１８― 

のある一定程度のものがあればどこでもできま

すので、例えばミニデイサービスに行ったり、

あと既に昨年、リバーヒルとか慈光園につきま

しては、施設に行ってやりたいということで計

画したんですけども、コロナ禍なものですから

やはりまとまって講習ができないということで

したので、コロナ禍の中でもできる方法を模索

して、例えばミニデイサービスの場所とかリバ

ーヒルとか慈光園に行ってやっていただく方法

と、あともうちょっと高度なものについてはＴ

ＡＳのｅスポーツルームに来ていただいてする

とか、そういったことについては臨機応変に対

応していきたいと考えてございます。 

 あと高齢者の機器の操作教室ですが、やはり

使っていただかないと進まないものですから、

それについてはミニデイとか、そういった機会

等を捉えて積極的に操作教室は開いていきたい

と考えてございます。 

 あと２番目の子供の見守りに関連して老人の

徘回とかという問題でございますが、先ほど勝

見議員のご質問にお答えいたしましたが、これ

もデジタル推進室の話題には上がりました。 

 ただ、お子さんについては、その機器を、こ

れを持って出かけてくださいねと言うと持って

いって出かけてくださいますが、ご高齢の方で

すとそういったもの持って出かけてくださいと

言うとわざと置いていかれる方が多いというこ

とで、例えば携帯持っていくと位置情報でどこ

にいるか分かるから必ず出かけるときは携帯電

話を持っていってくださいねということをご家

庭の中でも実践する方いらっしゃるそうですが、

携帯電話を置いていくということだそうです。 

 それでこれらを防止するシステムとして、ご

く一部の民間企業では家の中にセンサーをつけ

ると。どっから出ていったか、どちらの方向に

出ていったか分かるというシステムがあるそう

です。プラス子供の見守りと同じようにその機

器をつけてもらうという２つの面で活用するこ

とがあります。あと例えば機器をつけていかな

いときはつけていかない状態で出たということ

が分かるようなことがあるそうですが、当然こ

れを市で取り組むとなると家庭の中に監視の装

置をつけなきゃいけないので、プライバシーの

問題があります。 

 あともう一つ、費用の問題です。全くの概算

でございますが、長井市の老人の世帯を勘案す

ると導入費用だけで数億円、５億円とか６億円

ぐらいかかると。あと運用費も、人数が非常に

多いもんですから、今の段階ではやっぱり年間

数千万円では済まないような試算でした。今の

デジタル技術の活用状況では、やはり財政のこ

とやプライバシーの問題がありますので、ちょ

っと取組には時期尚早ではないかと、もう少し

デジタル技術の進展を待って取り組んだほうが

効果的ではないかということで今回は見送った

ものでございますので、高齢者の見守りをデジ

タル技術で取り組まないということではなくて、

今後、進展を見て取り組んでいかなきゃいけな

い事項だということは認識してございます。 

 あとながいコインにつきましては、何回か議

会のほうでも答弁させていただきましたが、２

月から３月にかけて約1,000人の方にモニター

になっていただきまして、様々なご意見いただ

きました。やはり今までデジタル通貨というの

を使ったことがない方も結構いらっしゃいまし

て、使ってみると意外に便利だなという声が非

常に多かったです。 

 あとプラス市役所でも使えるようにしてほし

いとか、山形鉄道とか、市営バスとか、市内の

商店で使えるようにしてほしいとか、あと議員

からも提案ありましたが、健康ポイントとかボ

ランティアポイントとかそういったものを付与

していただければ使いやすいという意見など

様々ございました。 

 こんなもの要らないと、デジタル通貨なんか

必要ないという意見は非常に少ないと私も認識
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ございます。ちょっと何％では出せないんです

けども、否定的な意見はほとんどなかったです。 

 ただ、今回ＮＴＴのほうからご提供いただい

たんですけども、やはり膨大な費用をかけてと

いうことは不可能だったもんですから、既存の

システムを使ったのでちょっと使いづらいよう

なところがありました。そういった使い勝手の

面を訂正していただければいいなという意見あ

りましたので、今回は国のほうの支援を受けな

がら、ある程度の費用をかけましてシステムを

開発していきたいと考えてございます。 

 それで健康マイレージとか、ボランティアポ

イントとかでございますが、例えば健康教室に

出ていただいた場合とか、ボランティアに参加

していただいた場合、市のほうからある程度の

ポイントをながいコインとして差し上げるとい

うことは当然考えていかなきゃいけないと思い

ますし、この地域通貨で先進事例の飛弾高山地

域では、約10万人の圏域でございますが、加盟

店が1,500店ほどあるそうです。そういったボ

ランティアポイントとか健康ポイントを市の費

用負担である程度付与してるという例がござい

ますので、そういった事例を参考にしながら、

コロナ禍における非接触を推進するためにも、

あと健康づくりとかボランティアの促進とかに

もつながるように仕組みは構築していきたいと

考えてございます。 

○浅野敏明議長 10番、鈴木富美子議員。 

○１０番 鈴木富美子議員 ｅスポーツについて

お聞きしますが、今ミニデイなんかを支えてら

っしゃる方が地域にいるわけですけど、その方

たちもパソコンの使い方とか、様々なことをや

らなきゃいけないと思います。その人材育成に

ついてはどのようになさるのか、市の職員を派

遣なさるのか、その点はどうでしょうか。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 先ほどから申し上げますように、この未来技

術を活用するということはやはり人材育成も非

常に重要になってきます。やはり市の職員でも

できる範囲、できない範囲ございますので、Ｎ

ＴＴの方とも連携をして、そういった技術者の

方の派遣もいただき、指導を受けながら市の職

員とか、そういった民間企業の活力を活かしま

して、地域の指導的な立場の方にも覚えていた

だくということで進めていきたいとは考えてご

ざいます。この事業については提案型のプロポ

ーザルで事業者等決定していきたいと思います

ので、その過程の中で今いただいた意見を参考

にしながら、皆様に普及しないと効果が出ない

事業ですので、その辺は効果的に取り組めるよ

うに進めていきたいと考えてございます。 

○浅野敏明議長 10番、鈴木富美子議員。 

○１０番 鈴木富美子議員 認知症の防止にもい

いと思いますけど、どうしてもパソコンと向き

合うと１対１になってしまって、ミニデイなん

かでは皆さんと一緒になっていろんなことをす

ることも、自分の脳の、話すことだったりにい

いわけですけど、その辺のかみ合いをうまくし

ていただければいいと思いますけど、その点ど

うでしょうか。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 私もｅスポーツについてそんなに知見がある

わけではないんですけども、昨年長井市で行わ

れましたｅスポーツ大会とか、このたび山形市

のデジタルフェアでありましたｅスポーツ大会

等々見ておりますと、１対１で、ただ自分が画

面を見て誰かとするというｅスポーツもござい

ますが、例えば２対２とか３対３というｅスポ

ーツもございます。グループになって、ほかの

グループと競うというものもございます。あと

ｅスポーツの中には、画面を見て対戦というか、

競技をしていますが、ほかにもう１台パソコン

を持ってチャットで話をしながらプレーをして

いくというものもあるようでございます。やっ
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ぱりいろいろな形態がございますので、高齢者

の方になじんでいただけるようなものを収捨選

択しながら進めていきたいと考えてございます。 

○浅野敏明議長 10番、鈴木富美子議員。 

○１０番 鈴木富美子議員 若い人はもうばんば

ん使ってますけど、やっぱり年齢を重ねてる人

には難しいことかなと思います。ぜひ丁寧な説

明をしながら進めていっていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 あとお年寄りの見守りとか認知症予防ですが、

やはり今お聞きしましたが、大変なんだなとい

う思いもいたします。これからどうしても老人

が多くなるわけですので、そっちのほうにも力

を入れていただきたいと思いますので、ご検討

のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 ながいコインにつきましては、やはりまだま

だ使い勝手がいいのか悪いのか、市民の皆様は

分からないところがありますので、丁寧な説明

をしながらも、ぜひ市内の業者さんのためにも

進めていくような、広報活動ですかね、そうい

うことはどのように今から進めていくのかお聞

きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 広報活動につきましては、このながいコイン

だけではなくて、進めていく事業全てについて

やはり市民の方々に知っていただく、そして利

用していただくというところが必要だと思って

おります。全体的にはちょっと金額は小さいん

ですけども、広報の予算を取っておりますが、

やっぱりそれだけでは足りませんので、どうい

ったもので見ていただけるか、分かっていただ

けるかというのを検討しながら、例えば事業費

の中から広報費という名目で今１年間200万円

取っておりますが、それだけでは不十分だと思

いますので、事業費の中からどこまで使えるか

を内閣府と相談しながら市民の方にとにかく知

っていただきたいと思います。 

 そのためにも先ほど言いました推進協議会の

ほうにも市民各層の方から、事前にお渡ししま

した資料の中では限られた団体しか書けなかっ

たんですけども、そうではなくて多くの団体か

ら入っていただいて、まずは知っていただくと

いうところから始めたいと考えてございます。 

○浅野敏明議長 10番、鈴木富美子議員。 

○１０番 鈴木富美子議員 本当に大きな事業で

ありまして、市民も大きな期待を寄せていると

思いますので、分かりやすく丁寧にこの事業を

進めながら私たちが目指す住みやすいまちにし

ていただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

○浅野敏明議長 ほかにご質疑ございませんか。 

 13番、小関秀一議員。 

○１３番 小関秀一議員 おはようございます。 

 勝見議員と鈴木議員からもう既に質問ありま

したので、なるべくダブんないようにとお聞き

しておりました。 

 菅政権の肝煎りということもあって、デジタ

ル庁の設置などが予定されてる。当初は９月１

日、今日からという創設の予定もあったようで

すけども、それもどうなってるのか。政権が非

常に揺らいでおる状態ということもあったり、

コロナ禍の中での対応ということですが、将来

を見据えた地方創生も含めての今回の事業につ

いてはボリュームが非常に大きくて、びっくり

しています。また市長の提案でも触れられたわ

けですけれども、ボリュームが大きい割には長

井市としては初日の当日提案ということで、私

ども各協議会で説明は最初受けたんですが、追

加資料を求めながら、少しずつボリュームのあ

る事業だと再認識をしたところです。担当課長

なりからも説明いただいたわけですが、見直し

を都度かけていくんだということでしたので、

これはこれでよしとしながらも、さっき勝見議

員からあったように、推進体制と、５年間実証

して、その後に予算を使った割にはと市民から
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言われないような体制がぜひあってほしいなと

私は思ったところでした。 

 例えば推進体制の中でもこのようなボリュー

ムのある組織を随時、推進協議会なり長井創生

会議を開催して点検、検討していくのか、部門

ごと、部会ごとに開催をしながら集約をしてい

くのか、その辺のコントロールについては、５

年間でありますが、今非常に大事なスタート時

期だなと思いましたので、政策推進監にこの組

織体制についての考え方をお聞きしたいなと思

います。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 小関議員のご質問にお答

えします。 

 まず推進する母体としては、その長井スマー

トシティ推進協議会がございます。あと長井創

生会議については、ほかの地方創生の事業を評

価する団体でございますので、創生会議はその

まま評価していくということでご理解いただき

たいと思います。推進協議会につきましては、

やはり市民各層の皆様にまずこの事業を知って

いただくと。あと当然今回の事業につきまして

は、繰り返しになりますが、未来技術を活用し

て取りあえず今できるもの、直近に取り組める

ものを中心に申請を行っております。 

 ただ、未来技術を活用して、例えば３年後に

できるものについては、３年後にこの計画の中

でするのか、違う事業で取り組むのかというこ

とも検討しなければいけないと思いますし、推

進協議会そのものはある程度組織としては大き

いもので市民の皆様から意見を聞いて進めてい

きたいと考えてございます。 

 ただ、実際事業を進めるに当たりまして、一

例ですと、ドローンのところですと関係者が非

常に限られてきますので、やはり部会の構成と

いうのは必要だと考えてございます。 

 ただ、部会の構成をどういうふうにするのか

という細部については、まだ詰めておりません

が、何十人の団体の全ての方に全ての事業を分

かっていただいて進めるというのは経験上不可

能と考えられますので、その辺は部会ごとに集

まっていただいて進めていきたいと考えてござ

います。 

○浅野敏明議長 13番、小関秀一議員。 

○１３番 小関秀一議員 了解しました。 

 このボリュームのある事業をして、数多い事

業を検証したり、意見を聞いて、しかも取りあ

えず５年続けていくということでありますので、

推進体制がぼやけていくと、予算はあってもな

かなか検証しながらの継続は不安だべなと私は

心配しております。例えば農業関係を考えます

と、農業者、農協の方々、農業者という十把一

からげの表現なわけですが、これは組織からと

なろうかと思いますけども、議会にも出席をし

ていただいてる農業委員会の方なんかは当然そ

の地域のリーダーでもありますので、その辺も

含めてこれは再検討していただきながらぜひ進

めていただきたいなと思います。 

 もう１点、総括的なところですが、私もデジ

タルというよりはアナログでずっと生きてきて、

例えばさっき勝見議員からも防災の面でも防災

のラジオが入ったり、防災無線でサイレンが鳴

ったりということで、東日本大震災以来国の手

厚い補助もあったりしながら進めてきたものを

もう一回検証していかないと、今やってること

の検証なり追加なりしながら、あと今の個数で

いいのかとか、修理なりの維持費の問題は大丈

夫なのかとか、今回のスマートシティの事業は

別な課題ですけれども、それも両方していかな

いと、市民には上滑りの事業に捉えられないの

かなという心配をしております。 

 具体的に質問しますけども、大きな目玉でデ

マンドバスの導入を検証していくということで、

私はずっと議員になってからもですし、今も市

営バスの有効性も確認しながらですが、運転で

きなくなった方、体の不自由な方についての足
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の確保は玄関から目的地までというデマンド方

式が基本だべとずっと申し上げてきたし、今も

その考えに変わりないですが、今回、時刻表な

りコースの見直しと相まってデマンドもこれか

ら考えていくということについては私もぜひお

願いしたいなと思います。 

 ここに至った経過、あと５年間検証していく

ので、これは毎年毎年の課題が出てくるんだべ

なと思いますけど、実験区域、あと順次導入と

いう順次というのはどういう意味合いを持って

るのか、ここのところ、総務参事からお願いし

ます。 

○浅野敏明議長 新野弘明総務参事。 

○新野弘明総務参事 お答えいたします。 

 まず今回、デマンドバスの試験運行、実証実

験する背景でございますけども、今、市営バス

については、市内全域、５台の定時定路線バス

で運行しておりますが、一部空白の区域がござ

いまして、山交バスは走っているんですけども、

東五十川、森のところと、あと金井神も市営バ

スがちょっと走っていないというところで、き

め細やかなそういった地域公共交通を考えたと

きに、デマンドバスというのも一つの手段とし

て上げて考えられますので、そういった趣旨も

あって今回のスマートシティの事業の中で検討

していきたいと考えております。 

 今年度の事業については、データ収集の仕組

みに準備期間が必要ですので、具体的に運行で

きるのは年明けてからになるかと思います。２

か月から３か月の間ということで、運行日につ

いては市営バスの運行に合わせまして月曜日か

ら金曜日の週５日間を考えております。デマン

ドですので、その地区のスタートの出発時刻、

例えば午前９時、あと午後１時という２回ぐら

い想定しておりまして、乗り合いで町場に来て

もらって、町場で用を足してもらってから、帰

りも２回か３回の便を定時時刻だけ設定して帰

っていただくような想定をしております。 

 受付については、ネットとかそういった形じ

ゃなくて、コールセンター、先ほど政策推進監

のほうも説明いたしましたサポートセンターの

ところで予約の受付をしながら運行を考えてい

るところでございます。 

 おおむね金井神と森、東五十川の世帯数が大

体150世帯ぐらいですので、実際運行してみて、

そこのデータ収集しながら、まずは期間は１年

ぐらいになるかと思いますけども、そんな中で

検討していきたいと考えておるところでござい

ます。 

○浅野敏明議長 13番、小関秀一議員。 

○１３番 小関秀一議員 ありがとうございます。 

 まだこれから実証準備をしながらということ

なので、これは総務参事でさえ準備これからだ

ということの中での回答だと思いますけども、

今年度既に１月から３月に予定をしたいという

ことですので、あえてお聞きをします。 

 今、総務参事からあったように、市民のサー

ビスの平等性からいうと、全市民にとって平等

性のある路線なんていうのは取りようないわけ

なので、私は必要性が出れば求めて、それに応

じるというデマンド方式は、東五十川、森、金

井神の方々をしてみてということで大変結構な

んだと思いますが、利用料金等は、これも見直

しが必ずかかると思います。あと年齢も想定し

ていれば、分かる範囲で教えていただければと。 

○浅野敏明議長 新野弘明総務参事。 

○新野弘明総務参事 年齢については、特に想定

しておらず、どなたでもご利用いただくことを

想定しております。 

 あと料金については、今想定していますのが

１回使ったときにワンコインと考えてまして、

例えば東五十川から町場に来たときに500円で、

用足しをしてもらって、帰っていただくときに

500円という想定で今のところ考えているとこ

ろでございます。 

○浅野敏明議長 13番、小関秀一議員。 
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○１３番 小関秀一議員 まだ準備の途中だとい

うことですので、これから順次準備ができ次第

報告をいただきながら、市民サービスがまだま

だ向上できるようにぜひ検討をお願いします。

事業年度５年の中で順次導入というのは、先ほ

どもちょっと触れたんだけども、今の市民バス

を順次やめてデマンドにするのか、今の路線を

変更してデマンドと組合せをしながらという意

味合いなのか、あと例えば地区を区切って、こ

ことここの区域をして、次にほかの区域も追加

という意味合いの順次なのか、ここの考え方は

どうでしょうか、総務参事に伺います。 

○浅野敏明議長 新野弘明総務参事。 

○新野弘明総務参事 お答えいたします。 

 データの収集を分析するに当たって、大体１

年ぐらいかかるかなと思ってます。準備できた

ところから今の運行見直しするという形ではな

くて、例えば今想定している東五十川のところ

を運行してみて、まだまだカバー範囲が広げら

れるのであればそこの見直しをかけたり、あと

市内で別の空白の区域があればそこで試験運行

行ったりというところで、まず１年間について

は東五十川のところを考えておりますけども、

あとはある程度そこで分析できた段階で別の場

所であったり、今の市営バスの運行を全体的に

見直しするだとか、そういったところで検討し

てまいりたいと考えております。 

○浅野敏明議長 ほかにご質疑ございませんか。 

 ７番、内谷邦彦議員。 

○７番 内谷邦彦議員 私のほうから政策推進監

のほうに二、三点お伺いさせていただきたいと

思います。 

 ほぼお願いという形になるんですけども、ｅ

スポーツに関してＴＡＳ内に常設のスポーツス

ペースを設置するという記述がありましたけど

も、これに関してはぜひ閉鎖的な空間ではなく

て、ＰＲ、あるいは外から見学できるよう、そ

のような空間をぜひつくっていただきたいと思

いますが、その辺はどのように考えてらっしゃ

いますでしょうか。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 ＴＡＳ内のｅスポーツにつきましては、拠点

整備交付金のほうで設計等を進めているわけで

ございますが、今いただいた意見も参考にしな

がら、閉鎖的でなく、どこまで見せられる、あ

とやはりｅスポーツに限らずいろんなものは見

ていただくことも重要だと思いますので、その

辺は設計業者等とも検討しながら進めていきた

いと考えてます。 

○浅野敏明議長 ７番、内谷邦彦議員。 

○７番 内谷邦彦議員 あと勝見議員からもあり

ましたけども、この事業については特に中学

生・高校生を巻き込んで進めてもらいたいと。

首都圏に進学した子供がなかなか帰ってこれる

状況にない現在、長井市でもこのようなことが

できることを子供たちに知らせる必要があり、

また本事業に関わることにより長井市に対して

新たな思いが生まれる可能性もあります。特に

長井工業高等学校に関しては、定員割れの状況

が続いており、子供たちが興味を持つ新たな展

開を提供する必要があると思いますが、この辺

についてはいかがな考えであるか。 

○浅野敏明議長 竹田利弘政策推進監。 

○竹田利弘政策推進監 お答えいたします。 

 先ほども勝見議員のところでお答え申し上げ

ましたが、小学生、中学生、高校生等の若い人

たちにやっぱり興味を持っていただいて、将来

長井市に住んで、長井市で仕事をしたいという

意識を持っていただくように、例えばｅスポー

ツを通じてとか、全てのものに通じて広報、啓

発等をしっかりとやっていきたいと考えてござ

いますし、いろんな事業を進めるに当たってご

意見いただく場所もつくっていきながら進めて

いきたいと考えてございます。 

○浅野敏明議長 ７番、内谷邦彦議員。 
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○７番 内谷邦彦議員 この事業に関しては、

様々な交付金の対象で、長井市がかかる費用は

10％だというお話もいただいてますけども、や

はり目に見えるお金と目に見えないものはある

と思います。様々経費がかかるということもぜ

ひ念頭に置いていただいて、事業終了後にさら

なる新たな展開が長井市で始まっているような

状態がつくれるように、長井市民及び長井市の

利益になるようにぜひ進めていただきたいと思

います。 

 以上で質問を終わります。 

○浅野敏明議長 ほかにご質疑ございませんか。 

 11番、赤間 広議員。 

○１１番 赤間𣳾広議員 私のほうからは、二酸

化炭素排出抑制事業についてお尋ねしたいと思

います。 

 この事業、委託料として490万円ということ

でございますけれども、想定されている委託先

というのはお考えなのか、それまず初めにお聞

きしたいと思います。 

 それからこれに関して、委託して、あと終わ

りということはもちろんないわけなんですけれ

ども、市として、職員との関わりとか想定して

いることがあればお聞かせ願いたいと思います。

これは総合政策課長。 

○浅野敏明議長 新野弘明総務政策課長。 

○新野弘明総合政策課長 お答えいたします。 

 想定してる委託先は特にございませんで、参

考見積りを取った業者さんは何か所かあります

けども、これから公募型のプロポーザルで業者

を選定しながら進めていきたいと考えておりま

す。業者さんのほうからも情報収集しながら仕

様書作成して、これから発注に向けて準備を進

めていきたいと考えております。 

 あともう１点、最終的には今回の事業につい

ては２年度の事業想定しておりまして、今年度

については今の情報収集を中心にやっていきた

いと思いまして、来年度は具体的な施策ですね、

2030年度については例えば脱炭素46％の削減、

あと2050年についてはゼロカーボンというとこ

ろで目標掲げるわけですけども、それに向けた

具体的な方針については来年度具体的なところ

を詰めていきたいと考えております。令和５年

度に地球温暖化防止実行計画の区域施策編を作

成しながら進めていくように庁内でそういった

対策を取りながら進めていく予定でございます。 

○浅野敏明議長 11番、赤間 広議員。 

○１１番 赤間𣳾広議員 分かりました。これだ

け温暖化が進んで、気候条件もすごい激変して

いるというときで、本当にこれはいいことだと

思います。 

 ただ、これというのは長井市だけじゃなくっ

て、国、そしてまた地域で一緒にやっていかな

きゃいけない事業だと思うんですけれども、そ

れを今回長井市として手挙げてやっていくとい

うことなんですけれども、周りの地域との関わ

り合いも進めていかないと、長井市だけ削減し

ましたよでは駄目だと思うんですよね。極端な

話なんですけども、例えば飯豊町と長井市の間

で、仮の話で大変恐縮なんだけども、長井市は

省エネをつけた風呂に毎日入ってますと、片方

では木炭たいて、木炭というのはあれだが、化

石燃料ということですか、そういうことでは絶

対駄目なわけで、地域一体となってやっていか

なきゃいけないと思うんです。これは委託して

からの話だと言われればそれまでなんだけども、

やっぱり思いとして長井市だけじゃなく、周り

も進めていがんなねという思いがあるわけなん

です。これは難しい話なんだけども、ぜひ広げ

ていくような方法でいかないと駄目だと思うん

ですけども、その辺についてはどうお考えにな

ってるか。市長、お願いします。 

○浅野敏明議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 広域での取組ということで、こ

れは担当課長では判断できないと思いますので、

奪ったようで申し訳ありませんが、私から答え
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させていただきます。 

 ゼロカーボンの宣言については、昨年度文書

で各自治体のほうに努力義務として通知があっ

たようでございます。その際、私ども長井市の

ほうでは取組が遅れまして、私自身その文書見

てなかったんですね。例えば置賜地方の中でも

もう既にしてるほうが多いということで、当然

総理大臣も宣言しておりますし、私ども地方自

治体としても取り組むべきものと思っておりま

すが、基本的な政府の考え方は、それぞれの自

治体が宣言して行うということを今進めている

と思っております。したがって、広域でやると

いうのは非常に難しいと。 

 昨日、新電力の会社が、市内の企業も主体的

に取り組んでおられますが、置賜自給圏推進機

構と長井市の再生可能エネルギーの会社などが

主な出資団体として設立されたようですが、そ

ういった民間での動きというのは分かるんです

が、いわゆる今回のゼロカーボン、カーボンニ

ュートラルと考えた場合は、やはり一つ一つの

自治体がそれに取り組んで、最終的には日本全

体が、そして地球全体が温暖化を阻止するため

にゼロカーボン、カーボンニュートラルという

概念を進めていこうというものでございますの

で、赤間議員おっしゃるのもよく分かるんです

が、これなかなかほかのまちと一緒になってカ

ーボンニュートラルしようよなんて言っても、

じゃ、具体的に何やりますかと。長井市さんで

やれるところでやってくださいよということに

なりがちですよね。そうじゃなくて、やっぱり

それぞれの自治体できちっとその課題、問題を

認識してやっていくということがまず最初のス

タートなのかなと思っておりまして、したがい

まして、これがある程度進展したら、当然議員

おっしゃるように垣根はないわけですから、壁

はないわけですから、そこは今度は広域で取り

組むべきそういった努力も必要なのかなと思っ

ております。 

○浅野敏明議長 11番、赤間 広議員。 

○１１番 赤間𣳾広議員 確かに垣根がないので、

やっぱり一人一人がしっかりと自覚していくと

いうことが大切だと思います。これだけのお金

をかけてやっていくんであれば、長井市として

実りあるというんですか、長井市はこうやって

るんだと世間に対して言えるような事業展開に

していければなと思います。それがだんだんだ

んだんと広がっていけば温暖化もだんだん抑制

されていくというようなことだと思いますので、

そういった意味でも、市民の方に自覚してもら

う意味でもこれから広報活動なんか特にやって

いかなければならないかなと思ってますので、

ぜひ期待を込めて行っていただきたいなと思い

ます。 

 それについて、今聞いたとおりなんですけど

も、ぜひ広報活動なんか強力に進めて、一人一

人が自覚を持って生きていけるような共生社会

というんですか、そういうのを目指していけれ

ばなと思いますので、それについてひとつ抱負

なりよろしくお願いします。 

○浅野敏明議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 赤間議員おっしゃるとおり、や

っぱり市民の皆様に長井市としてカーボンニュ

ートラルを目指していきたいと、ですから市民

の皆様もこういったことでご協力くださいとい

うことをしっかりとお願いして、市全体として

ＰＲしていく必要があると思ってます。 

 長井市の場合は、完全に出遅れております。

ＳＤＧｓも民間がすごい進んでるわけですが、

あと自治体としても米沢市が今年認証いただい

て、山形県の中でも先駆的な自治体の一つとし

てやってますが、残念ながら私ども遅れてしま

いました。 

 しかし、実際はレインボープランをはじめと

して、全国に先駆けて30年前からいろんな取組

をしてて、その循環の理念というのがずっとい

ろんな形で引き継がれてきています。今はエネ
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ルギーの循環ということで再生可能エネルギー

が注目されてるわけで、私どももどっかの時点

できちんと宣言しなきゃいけないんですけども、

その際はやはり市民の皆様にどういったことを

お願いし、あと行政としても何やるかというこ

とをしっかりと決めて、議会の皆様からもご指

導いただきながら、その時点で宣言するなり、

具体的な施策を打ち出していきたいと思ってお

ります。できるだけ早くそういう体制を取って

まいりますんで、今後ともご指導よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

○浅野敏明議長 ほかにご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、討論を行います。ご意見ございま

せんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第49号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第49号は、原案のとおり決定い

たしました。 

 ここで昼食のため休憩とします。再開は午後

１時といたします。 

 

 

   午前１１時５３分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○浅野敏明議長 午前に引き続き会議を再開いた

します。 

 

 

 日程第９ 認第１号 令和２年度長 

 井市歳入歳出決算認定について外１ 

 ３件 

 

 

○浅野敏明議長 次に、日程第９、認第１号 令

和２年度長井市歳入歳出決算認定についてから、

日程第22、議案第54号 令和３年度長井市下水

道事業会計補正予算第２号までの14件を一括議

題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 認第１号 令和２年度長井市歳

入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 本案は、地方自治法第233条第３項の規定に

より、監査委員の意見を付してご提案申し上げ

るものでございます。 

 まず、一般会計決算の概要についてご説明申

し上げます。なお、増加、減少につきましては、

令和元年度との比較でございます。 

 歳入は46.9％、82億6,717万7,395円増加し、

258億8,943万6,710円となり、歳出は47.3％、

81億4,643万4,691円増加し、 253億 5,552万

8,248円となりました。 

 歳入から歳出を差し引いた５億3,390万8,462

円につきましては、令和３年度に繰り越しいた

しております。 

 歳入の主な内容でございますが、市税が前年

度とほぼ同額を確保できたほか、地方消費税交

付金が21.4％、地方交付税が5.4％増加いたし

ました。 

 また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策特別定額給付金26億6,000万円と地方創生臨

時交付金６億4,800万円などにより、国庫支出

金が165.0％、38億3,700万円の増加となりまし

た。 

 このほか寄附金が209.1％、10億6,600万円増


